
 

 

第２号の４表の１                     学校名 八王子市立四谷中学校 

 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

 月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 

１ 17 19 23 17 ７ 19 22 19 19 15 18 18 213 

２ 19 19 23 17 ７ 19 22 19 19 15 18 18 215 

３ 19 19 23 17 ７ 19 22 19 19 15 18 15 212 

備 

 

 

考 

・第１学年は入学式が４月８日（水）のため、４月が２日減。 

・第３学年は卒業式が３月19日（金）のため、３月が３日減。 

・夏季休業日を７月25日(土)から８月23日(日)までとする。 

・振替休業日を設けない土曜日授業は４月18日(土)、５月30日（土）、６月13日(土)、 

８月29日(土)、10月10日(土) とする。 

・都民の日 10月１日（木）は授業日とする。 

 

 

 

（２）各教科等の年間授業時数配当表（１単位時間は50分とする。） 

区  分             学  年 １ ２ ３ 

各

 

 

教

 

 

科 

国     語 140 140 105 

社     会 105 105 140 

数     学 140 105 140 

理     科 105 140 140 

音     楽 45 35 35 

美     術 45 35 35 

保 健 体 育 105 105 105 

技 術 ・ 家 庭 70 70 35 

外 国 語 （英語） 140 140 140 

小      計 895 875 875 

特別の教科 道徳 35 35 35 

総合的な学習の時間 50（６） 70（３） 70（10） 

特別活動(学級活動) 35 35 35 

総       計 1015（６） 1015（３） 1015（10） 

 



 

 

第２号の４表の２                     学校名 八王子市立四谷中学校 

 

備      考 

ア その他の授業時数 

 

 

 

 

 

 

 

イ １単位時間                               

・１単位時間は50分とする。 

 

ウ 各教科等の授業時数の確保に関する手だて 

・キャリア教育の充実に向け４月９日(木)、４月23日(木)、５月７日(木)、５月28日(木)、 

６月11日(木)、７月16日(木)、８月27日(木)、10月８日(木)に設定し、８時間確保する。 

・水泳指導のため６月25日(木)、７月23日(木)、９月24日(木)に設定し、３時間確保する。 

・小中一貫教育の日授業参観を６月10日(水)に設定し、１時間確保する。 

 

エ 長期休業中に位置付ける各教科等の授業時数及び内容 

・第１学年は長期休業中に郷土学習（八王子市の日本遺産・環境）を年間６時間、計６時間を実

施する。 

・第２学年は長期休業中に進路学習（職場体験先調べ）を年間３時間、計３時間を実施する。 

・第３学年は長期休業中に郷土学習（八王子と古都奈良・京都とのつながり、甲州道中、宿場町

としての役割）を年間６時間、進路学習（進路選択）を年間４時間、計10時間を実施する。 

 

オ 授業時数に位置付けない教育活動 

・基礎学力向上の取組として、朝学習を実施する。月曜日から金曜日までの朝学活前の10分間

で、年間を通じて計画的に実施する。 

・全学年、全校体制で平日放課後（毎週火・金曜日の15:45～16:15）に基礎学習のための時間を

設ける。その時間は、英語・数学の基礎学力の定着を図る時間とする。期間は一年を通じて、

定期テスト前、体育大会等の行事前、三者面談期間等を除き計画的に開催する。 

・長期休業中、三者面談期間の午前中に補習学習の時間を設け、基礎学力向上のため補習教室を

実施する。 

・定期テスト一週間前より、放課後45分間の質問教室を実施する。 

 

カ その他 

学年 

区分 
１ ２ ３ 

生徒会活動 ６ ６ ６ 

学校行事 64.8 66.6 65.6 

学級・学年裁量の時間 ５ ５ ４ 

 


